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日
本

共
産

党
・
金

子
議

員
の
一

般
質

問
は

６
月

１
０

日
（
金

）
の
５

番
目

（
午
後
）
で
す

今
議
会
は
１
１
人
が
一
般
質
問
を
お
こ
な
い
ま
す
。
（
１
０
日
５
人
、
１
３
日
３
人
、

１
４
日
３
人
。
日
本
共
産
党
の
堀
江
鶴
治
議
員
は
１
４
日
の
３
番
目
で
す
。

�金金金金子子子子 卓卓卓卓 議議議議員員員員のののの一一一一般般般般質質質質問問問問項項項項目目目目

１、地震災害対策と被災者支援・災害復旧について

（１） 地震災害対策

①被災家屋・被災者の把握、災害弱者への対応

②被災家屋応急危険度判定の実施

③市議会全員協議会の開催、市議会への情報提供

④市民への情報提供

ａ． 広報 ｂ． ホームページ ｃ． 防災無線

⑤給水箇所と給水基準、井戸の活用

⑥地震災害対策の検証

（2）被災者支援

①災害ごみ仮置き場の期限延長

②市独自の住宅等修繕助成施策と住宅リフォーム資金補助事業

③災害援護資金に準じる市独自の貸付施策

④地区集会所の修繕費助成

⑤当市に避難された方の把握

⑥雑損控除の周知徹底

⑦り災証明書の発行

⑧被災者台帳を用いた積極的・総合的な支援

（３）災害復旧

①中学校施設改修計画と震災後の大宮中学校校舎

２、福祉タクシー事業について

①福祉タクシーの利用範囲

日
本
共
産
党
茨
城
県
委
員
会
の

稲
葉
の
ぶ
と
し
書
記
長
、
大
内
久

美
子
県
議
と
関
係
市
町
村
の
共
産

党
議
員
、
「
県
原
発
を
考
え
る
会
」

の
中
村
敏
夫
会
長
ら
は
５
月
１
２

日
、
日
本
原
電
東
海
事
業
所
を
訪

れ
、
東
日
本
大
地
震
で
発
生
し
た

津
波
で
発
電
機
冷
却
用
の
海
水
ポ

ン
プ
が
水
没
し
、
東
海
第
２
発
電

所
の
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機

１
台
が
停
止
し
た
問
題
な
ど
に
つ

い
て
説
明
を
求
め
る
と
と
も
に
、

同
原
発
の
廃
炉
を
要
請
し
ま
し
た
。

福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
の
事

故
は
、
原
発
の
危
険
性
を
国
民
の

前
に
事
実
を
も
っ
て
明
ら
か
に
し
ま

し
た
。

現
在
の
原
発
の
技
術
は
本
質
的

に
未
完
成
で
、
き
わ
め
て
危
険
な

も
の
で
す
。
原
発
は
ば
く
大
な
放

射
性
物
質
（
死
の
灰
）
を
か
か
え
て

い
ま
す
が
、
そ
れ
を
ど
ん
な
事
態

が
お
き
て
も
閉
じ
込
め
て
お
く
完

全
な
技
術
は
存
在
し
ま
せ
ん
。
そ

し
て
、
ひ
と
た
び
大
量
の
放
射
性

物
質
が
放
出
さ
れ
れ
ば
、
被
害
は

深
刻
か
つ
広
範
囲
で
、
将
来
に
わ

た
っ
て
も
影
響
を
及
ぼ
し
ま
す
。

そ
う
し
た
原
発
を
、
世
界
有
数

の
地
震
・
津
波
国
で
あ
る
わ
が
国

に
、
集
中
的
に
建
設
す
る
こ
と
は

危
険
き
わ
ま
り
な
い
こ
と
で
す
。

日
本
に
立
地
し
て
い
る
原
発
で
大

地
震
・
津
波
に
み
ま
わ
れ
る
可
能

性
が
な
い
と
断
言
で
き
る
も
の
は

一
つ
も
あ
り
ま
せ
ん
。
歴
代
政
府

が
、
「
安
全
神
話
」
に
し
が
み
つ
き
、

繰
り
返
し
の
警
告
を
無
視
し
て
安

全
対
策
を
と
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
、

ど
ん
な
に
深
刻
な
結
果
を
も
た
ら

す
か
も
明
瞭
と
な
り
ま
し
た
。

日
本
共
産
党
は
、
「
安
全
神
話
」

と
手
を
き
り
期
限
を
決
め
て
原
発

か
ら
の
撤
退
を
要
求
し
て
い
ま
す
。

５
月
２
５
日
発
行
の
広
報
常
陸

大
宮
「
お
知
ら
せ
版
」
の
３
ペ
ー
ジ

に
、
震
災
で
住
宅
等
が
損
害
を
受

け
た
方
へ
の
税
金
相
談
会
が
お
こ

な
わ
れ
る
お
知
ら
せ
が
載
っ
て
い
ま

す
（
詳
細

は
「
お
知
ら
せ
版

」
を
）
。

こ
の
中
で
、
雑
損
控
除
の
対
象

と
な
る
「
主
な
資
産
」
と
し
て
、
住

宅
、
門

、
塀

、
家

財
（
家
具
・
什
器

・
衣
類
・
書
籍
・
家
電
品
、
１
個
ま

た
は
１
組
の
価
格
が
３
０
万
円
以

下
の
貴
金
属
・
書
画
・
骨
董
・
美
術

工
芸
品
等
）
、
車

両
、
墓

石
等
と

例
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

特
例
法
で
、
「
平
成
２
２
年
度

分
」
に
つ
い
て
の
所
得
税
の
軽
減
措

置
も
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
（
手

続
き
に
必
要
な
書
類
が
あ
り
ま
す
）
。

ま
た
、
控
除
し
き
れ
な
い
金
額

は
、
翌
年
以
降
５
年
間
に
繰
り
越

し
て
控
除
で
き
ま
す
。

当
日
は
、
太
田
税
務
署
の
職
員

が
相
談
に
応
じ
ま
す
。

震
災
に
よ
り
事
業
用
資
産
（
棚

卸
資
産
や
固
定
資
産
）
に
損
害
を

受
け
た
方
は
、
こ
れ
ら
の
損
失
を

平
成
２
２
年
度
分
（
ま
た
は
２
３

年
度
分
）
の
必
要
経
費
に
算
入
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

相談会日程

市役所・税務徴収課窓口

６月２０日（月）～ ２４日（金）

６月２７日（月）～７月１日（金）

９：００～１６：００（正午～１３：００を除く）

＊各総合支所でも、それぞれの日程

でおこなわれます。

事
業

用
資

産
に
損

害
を

受
け
た
方

国税庁ホームページ

www.nta.go.jp

で「東日本大震災関連

の国税庁からのお知ら

せ」もご覧ください。

☆金子すぐる議員のホームページ

http://www.jcp-net.jp/kaneko-s/



２０１１年度

建設事業の概要

ー 大宮地区 ー

工 事 請 負 費 の 名 称 金額 （千円）

■一般会計

電話交換機改修工事［全地域］

LED街灯取付工事

カーブミラー取付工事［全地域］

防犯灯設置費［全地域］

農道随時改良工事［全地域］

安全施設設置工事［全地域］

市道随時改良工事［全地域］

市道１－１３号線（根本）道路維持工事

市道改良舗装工事［全地域］

市道１－５号線（田子内）道路改良工事

市道１－８号線（若林）

市道１－１０号線（上村田）

市道２－２９号線（富岡）

市道２００４号線（上町）

市道２４９７号線（下岩瀬）

市道３２５５号線（下村田）

市道４４５７号線（中富町）

小河川護岸工事［全地域］

若林住宅解体工事

桜ヶ丘住宅ガス感震器設置工事

防火水槽新設工事

防火水槽解体撤去工事

消火栓設置工事

ホース乾燥柱移設工事

高機能消防指令センターシステム整備工事

廃校校庭内遊具撤去工事

中学校施設補修工事

史跡碑設置工事

■公共下水道事業特別会計

公共下水道管渠布設工事

公共下水道取付管工事

■公営墓地特別会計

若林・石沢霊園管理道路整備工事

■農業集落排水偉業特別会計

既設マンホール調整工事［全地域］

■上水道事業特別会計

高渡取水場４号取水ポンプ更新工事

第２浄水場フロキュレーター更新工事

第２浄水場沈殿池・濃縮槽汚泥引抜管〃

第２浄水場天日乾燥改修工事

三美配水池水位計更新工事

新設防火水槽設置に伴う落込工事

排泥弁修繕工事

＊配水管布設工事（１０４，６５０千円）は

省略しました。
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�２０１１年度の常陸大宮市予算の総額
は、３３３億３７５４万８０００万円（一般会

計と特別会計の合計）。一般会計予算は

２０５億４０００万円（前年比１０４．３％）です。

被
災
さ
れ
た
み
な
さ
ん
に
お
見

舞
い
申
し
上
げ
ま
す
。
常
陸
大
宮

市
の
住
宅
被
害
は
、
全
壊
１
０
棟
、

半
壊
５
７
棟
、
屋
根
瓦
な
ど
一
部

損
壊
２
２
３
２
棟

（
５
月
末
日
現
在
）

で
す
が
、
一
部
損
壊
の
住
宅
に
は

震
災
支
援
制
度
が
適
用
さ
れ
ず
、

市
独
自
の
新
た
な
制
度
を
つ
く
っ

て
欲
し
い
と
の
声
が
あ
が
っ
て
い
ま

す
。５
月
１
０
日
の
臨
時
議
会
で
合

わ
せ
て
１
１
億
円
の
災
害
復
旧
関

連
の
補
正
予
算
が
可
決
さ
れ
、
そ

の
中
で
独
自
の
地
震
災
害
支
援
制

度
と
し
て
、
住
宅
等
が
一
部
損
壊

し
た
世
帯
へ
の
災
害
見
舞
金
と
し

て
１
９
０
０
世
帯
分
３
８
０
０
万

円
を
予
算
化
し
ま
し
た
。

こ
の
独
自
支
援
制
度
は
、
住
宅

の
一
部
損
壊
被
災
世
帯
に
２
万
円

の
見
舞
金
（
た
だ
し
、
修
繕
費
用

が
２
０
万
円
超
え
る
場
合
）
、
倉

庫
・
物
置
・
作
業
場
・
車
庫
な
ど
の

附
属
家
屋
の
一
部
損
壊
被
災
世
帯

に
５
千
円
（
た
だ
し
、
修
繕
費
が

１
０
万
円
を
超
え
る
場
合
）
支
給

す
る
も
の
で
す
。

こ
の
制
度
は
、
５
月
１
０
日
発

行
の
「
お
知
ら
せ
版
」
で
市
民
に
知

ら
せ
ま
し
た
。

今
回
の
「
見
舞
金
」
の
申
請
に

は
「
り
災
害
証
明
」
が
必
要
で
、
そ

の
た
め
り
災
証
明
申
請
期
限
が
５

月
３
１
日
ま
で
延
長
さ
れ
ま
し
た
。

日
本
共
産
党
の
金
子
・
堀
江
両

議
員
は
臨
時
議
会
で
「
新
た
な
支

援
制
度
の
申
請
に
必
要
な
り
災
証

明
申
請
期
限
が
５
月
末
日
ま
で
で

は
短
す
ぎ
る
」
と
延
長
を
求
め
る
と

と
も
に
、
議
会
終
了
後
、
申
請
期

限
を
９
月
末
日
（
新
た
な
支
援
制

度
の
申
請
期
限
が
１
０
月
３
１
日

ま
で
で
あ
る
た
め
）
ま
で
再
延
長
す

る
よ
う
文
書
で
要
請
し
ま
し
た
。

震
災
か
ら
２
か
月
が
経
過
し
、

や
っ
と
つ
く
ら
れ
た
独
自
制
度
で
す

が
、
こ
の
支
援
制
度
だ
け
で
は
不

十
分
で
す
。

常
陸
太
田
市
は
、
４
月
に
住
宅

の
修
繕
費
が
２
０
万
円
以
上
に
な

る
方
に
修
繕
費
用
の
３
分
の
１

（
限
度
額
２
０
万
円
）
を
助
成
す

る
制
度
を
つ
く
り
、
新

聞
折
り
込

み
の
「
お
知
ら
せ
版
・
号

外
」
で
市

民
に
知
ら
せ
て
い
ま
す
。

（
た
だ
し
、
修

繕
費

が
２

０
万

円

を
超
え
る
場
合

）

「震災募金」のご協力

ありがとうございます

日本共産党大宮支部は「東日本大震

災救援募金」に取り組み、5月末日までに

13万9500円が集まり、日本共産党中央

委員会に届けました。ご協力ありがとうご

ざいました。お礼を申し上げます。

３月１１日の東日本大震災から２カ月余。被災地に心を寄せ、原発災害で

「真実の声」を伝え続ける「しんぶん赤旗」に注目が集まっています。

携帯用ホームページ

http://www.jcp.or.jp/i/

多彩な情報をお届けします。

☆日本共産党のホームページ

http://www.jcp.or.jp/

日本共産党 検索

連絡先 ケータイ

金子卓議員

０９０-１９９４-７６９６

主な支援制度（○：対象、×：対象外） 全壊

大規模

半壊

半壊

一部

損壊

◆被災者生活再建支援制度 ○ ○ × ×

◆茨城県災害見舞金（県の独自制度） － － ○ ×

◆災害見舞金 ○ ○ ○ ×

◆災害見舞金（市の独自制度） － － － ○

◆災害援護資金の貸付 ○ ○ ○ ×

◆生活福祉資金の貸付（災害臨時・住宅補修）＊災害援護資金対象世帯は適用除外

◆生活福祉資金（緊急小口資金）の貸付

◆市民税の減免 減免の割合は、８分の１～全部 ○ ○ ○ ×

◆固定資産税の減免 減免の割合は、１０分の４～全部 ○ ○ ○ ×

◆国民健康保険税の減免（減免の割合は市に相談） ○ ○ ○ ×

◆介護保険料の減免（減免の割合は市に相談） ○ ○ ○ ×

◆後期高齢者医療保険料の減免（減免の割合は市に相談） ○ ○ ○ ×

全壊住宅は最大３００万円、大規模半壊住宅は最大２５０万円

被災者生活再建支援金の対象とならない方で、住宅が半壊した世帯に県から３万円支給

住宅全壊は８～１０万円、半壊は３～５万円。付属家屋は全壊１万６千円、半壊８千円。

住宅の一部損壊に２万円（修繕費が２０万円を超える場合）、付属家屋に５千円（１０万円を超える場合）。

貸付け限度額は１５０～３５０万円。特例措置で保証人がある場合は無利子（ない場合年１．５％）。

被災者で当座の生活資金を必要とする方は緊急小口資金を借りることができます。貸付け

限度額は、原則１０万円（無利子、保証人なし）。申し込みは社会福祉協議会。

低所得世帯、障がい者のいる世帯、要介護者のいる世帯。貸付け限度額は１５０～２５０万円。

保証人がある場合は無利子（ない場合年１．５％）。申し込みは社会福祉協議会。

４月２５日付で市災害対策本部が発行した「災害支援に関するお知らせ」を参考にまとめました。

※り災証明書の決

定内容に不服が

ある場合は、異議

申し立てをするこ

とができます。
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